
解除

理由

大枝が大きく折損したことで、倒木の危険性があり、
所有者から指定の解除の申請があったため。

ねりまの名木の解除について(諮問第213号）

案内図

現地写真

指定
番号

ねりまの名木第76号
（保護樹木第1511号）

樹種

所在地
石神井台1-15-6

三宝寺

指定
年月日

１

（幹と太枝の接続部分が大きく縦裂）

アカマツ

平成6年4月1日

資料１

石神井公園

三宝寺

道場寺

名木アカマツ

（幹から縦裂してしまった太枝が
お堂の屋根に寄りかかってしまった状態）



現地写真

２
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